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(57)【要約】
　低反射シートは、剥離層と、剥離層上に形成された機
能層とを備える。機能層は、光反射率を低減する機能を
有する第１の機能膜と、第１の機能膜よりも硬度が大き
い第２の機能膜とを含む。剥離層は、機能層から物理的
に除去可能である。この低反射シートで、機能層に優れ
た耐擦傷性を付与しやすい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
剥離層と、
前記剥離層上に形成された機能層と、
を備え、
前記機能層は、
　　　光反射率を低減する機能を有する第１の機能膜と、
　　　前記第１の機能膜よりも硬度が大きい第２の機能膜と、
を含み、
前記剥離層は、前記機能層から物理的に除去可能である、低反射シート。
【請求項２】
前記剥離層は、特定処理で溶融してかつ前記機能層と接する溶融層を含み、
前記溶融層が溶融することで、前記剥離層は前記機能層から除去される、請求項１に記載
の低反射シート。
【請求項３】
前記溶融層は、水溶性樹脂製である、請求項２に記載の低反射シート。
【請求項４】
前記剥離層は前記機能層と接しており、
前記剥離層は、前記機能層から剥離可能である、請求項１に記載の低反射シート。
【請求項５】
前記機能層は、前記剥離層に貼り付けられている面を有し、
前記機能層の前記面は、対象物の一面に貼り付けられる貼付面として機能する、請求項１
～４のいずれか一項に記載の低反射シート。
【請求項６】
前記機能層の前記貼付面とは反対側の面に貼り付けられて、前記基材とは異なる仮基材を
更に備えた、請求項５に記載の低反射シート。
【請求項７】
前記仮基材は、耐熱性を有する、請求項６に記載の低反射シート。
【請求項８】
前記仮基材の前記機能層に貼り付けられた面は、光を散乱する凹凸構造を有する、請求項
６又は７に記載の低反射シート。
【請求項９】
前記剥離層と前記第２の機能膜と前記第１の機能膜とは、この順に重なっている、
請求項５～８のいずれか一項に記載の低反射シート。
【請求項１０】
前記機能層は、対象物の一面に貼り付けられるように構成された貼付面を有し、
前記剥離層は、前記機能層の前記貼付面とは反対側の面に貼り付けられている、請求項１
～４のいずれか一項に記載の低反射シート。
【請求項１１】
前記剥離層の前記機能層に貼り付けられている面は、光を散乱する凹凸構造を有する、請
求項１０に記載の低反射シート。
【請求項１２】
前記剥離層と前記第１の機能膜と前記第２の機能膜とは、この順に重なっている、請求項
１０又は１１に記載の低反射シート。
【請求項１３】
請求項１～１２のいずれか一項に記載の低反射シートを準備するステップと、
前記低反射シートの前記機能層から前記剥離層を物理的に分離するステップと、
を含む、低反射機能材の製造方法。
【請求項１４】
前記機能層を加熱するステップを更に含む、請求項１３に記載の低反射機能材の製造方法
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。
【請求項１５】
前記機能層を加熱する前記ステップは、前記低反射シートの前記機能層から前記剥離層を
物理的に分離する前記ステップの後で前記機能層を加熱するステップを含む、請求項１４
に記載の低反射機能材の製造方法。
【請求項１６】
請求項１～１２のいずれか一項に記載の低反射シートを準備するステップと、
前記低反射シートの前記機能層を、対象物の面に配置するステップと、
を含む、製品の製造方法。
【請求項１７】
前記低反射シートの前記機能層から前記剥離層を剥離することにより前記機能層の貼付け
面を前記剥離層から露出するステップを更に含み、
前記低反射シートの前記機能層を、前記対象物の前記面に配置する前記ステップは、前記
低反射シートの前記機能層の前記露出した貼付け面を、前記対象物の前記面に配置するス
テップを含む、請求項１６に記載の製品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、低反射シート、低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の反射防止シート（低反射シート）では、樹脂製の基材上に、ハードコート層、反
射防止（Ａｎｔｉ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ：ＡＲ）層、反射低減（Ｌｏｗ　Ｒｅｆｌｅｃ
ｔｉｏｎ）層等の機能層が積層されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、樹脂製の透明基材上に、電離放射線硬化樹脂製のアンカー層、
高屈折率層及び低屈折率層が積層された反射防止積層体が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－２１８１０５号公報
【発明の概要】
【０００５】
　低反射シートは、剥離層と、剥離層上に形成された機能層とを備える。機能層は、光反
射率を低減する機能を有する第１の機能膜と、第１の機能膜よりも硬度が大きい第２の機
能膜とを含む。剥離層は、機能層から物理的に除去可能である。
【０００６】
　この低反射シートで、機能層に優れた耐擦傷性を付与しやすい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】図１Ａは、第一実施形態に係る低反射シートの概略断面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａに示す低反射シートの拡大断面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、第一実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第一実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、第一実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、第一実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
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【図２Ｅ】図２Ｅは、第一実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
【図３】図３は、第一実施形態に係る他の低反射シートの概略断面図である。
【図４】図４は、第一実施形態に係るさらに他の低反射シートの概略断面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、第二実施形態に係る低反射シートの概略断面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａに示す低反射シートの拡大断面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、第二実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、第二実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、第二実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
【図６Ｄ】図６Ｄは、第二実施形態に係る低反射機能材の製造方法及び製品の製造方法を
示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（第一実施形態）
　１．概要
　図１Ａは、本開示の第一実施形態に係る低反射シート１００の概略断面図である。低反
射シート１００は、剥離層１と、剥離層１を基材として剥離層１上に形成された機能層２
と、を備える。機能層２は、光反射率を低減する機能を有する機能膜２０と、機能膜２０
よりも硬度が大きい機能膜２１と、を含む。剥離層１は、機能層２から物理的に分離もし
くは除去可能である。
【０００９】
　本実施形態の低反射シート１００は、機能層２から剥離層１を物理的に分離もしくは除
去することができる。このため、低反射シート１００から剥離層１を除去した状態で、機
能層２を高温で加熱処理することができ、その場合、機能層２の耐擦傷性を向上させるこ
とができる。そのため、本実施形態の低反射シート１００は、機能層２に優れた耐擦傷性
を付与しやすい。
【００１０】
　特許文献１に開示されている反射防止積層体では、アンカー層、高屈折率層及び低屈折
率層を高温で加熱処理することにより、耐擦傷性を向上させることが開示されている。し
かしながら、樹脂製の基材は耐熱性が低い場合があり、樹脂製の基材上にアンカー層、高
屈折率層及び低屈折率層を積層した状態では、高温で加熱処理することが困難であり、耐
擦傷性を十分に向上させられない。
【００１１】
　本実施形態の低反射シート１００は、前述のように、機能層２に優れた耐擦傷性を付与
しやすい。
【００１２】
　２．詳細
　以下、第一実施形態に係る低反射シート１００の構成と、低反射シート１００の製造方
法とを説明する。
【００１３】
　２－１．低反射シート１００
　本実施形態に係る低反射シート１００は、剥離層１と、機能層２とを備える。低反射シ
ート１００は、仮基材３をさらに備えてもよい。図１Ａに示す低反射シート１００におい
ては、剥離層１と機能層２と仮基材３とが、この順に積層されている。以下、剥離層１、
機能層２及び仮基材３の構成を詳細に説明する。
【００１４】
　２－１－１．剥離層１
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　剥離層１は、シート状の部材である。剥離層１の平面視の形状は、特に限定されない。
剥離層１は、機能層２から物理的に分離もしくは除去可能であれば、その構成は特に限定
されない。
【００１５】
　本実施形態の剥離層１は、特定処理で溶融する溶融層１１を含む剥離溶融層１０である
。溶融層１１は機能層２と接している。溶融層１１が溶融することで、剥離溶融層１０は
、機能層２から分離もしくは除去可能であることが好ましい。この場合、特定処理によっ
て溶融層１１が溶融した状態となることにより、剥離溶融層１０を機能層２から物理的に
分離もしくは除去させることができる。剥離溶融層１０は溶融層１１以外の構成を含むこ
とができる。本実施形態では、剥離溶融層１０がベース層１２を含んでいる。以下、溶融
層１１及びベース層１２の構成を説明する。
【００１６】
　（１）溶融層１１
　溶融層１１は機能層２と接している。このため、剥離層１の機能層２と接する面１ａは
、溶融層１１で構成されている。特定処理によって溶融層１１を溶融できれば、溶融層１
１の構成は特に限定されない。
【００１７】
　例えば溶融層１１が水で処理されることで、溶融層１１が溶融した状態となることが好
ましい。すなわち溶融層１１が、水溶性樹脂製であることが好ましい。この場合、溶融層
１１を水で処理することによって、溶融層１１を溶融させることができる。それにより、
剥離溶融層１０を機能層２から物理的に分離もしくは除去させることができる。
【００１８】
　水溶性樹脂の例には、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶ
Ｐ）、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポリアクリルアミド（ＰＡＭ）、カルボキシ
ルメチルセルロース（ＣＭＣ）等が含まれる。溶融層１１が水溶性樹脂製である場合には
、溶融層１１がポリビニルアルコール製であることが特に好ましい。この場合、溶融層１
１を水によって溶融させることができ、特に温水によって溶融させやすい。
【００１９】
　例えば溶融層１１は、溶剤で処理されることによって、溶融されてもよい。この場合、
溶融層１１を溶剤で処理することによって、溶融層１１を溶融させることができ、それに
より、剥離溶融層１０を機能層２から物理的に分離もしくは除去させることができる。ま
たこの場合の溶剤は、溶融層１１を溶剤で溶融させる際に、溶剤が機能層２に破壊、損傷
を生じさせなければ、特に限定されない。すなわち、溶融層１１は、機能層２に破壊、損
傷を生じさせない溶剤によって溶融可能であればよい。
【００２０】
　溶融層１１の厚みは、特定処理で溶融しやすく、かつ、剥離溶融層１０の強度を確保し
やすいように、適宜設定される。例えば溶融層１１が水溶性樹脂製である場合、溶融層１
１の厚みは１μｍ以上１００μｍ以下であることが好ましい。この場合、剥離溶融層１０
の強度を確保しながら、水処理によって溶融層１１を溶融させやすくできる。
【００２１】
　（２）ベース層１２
　ベース層１２上に溶融層１１が形成されている。ベース層１２は、溶融層１１と直接接
している。ベース層１２は、溶融層１１を保持できると共に、剥離溶融層１０の強度を向
上させることができる。本実施形態の低反射シート１００では、ベース層１２と機能層２
との間に、溶融層１１が設けられている。また剥離層１の機能層２と接する面１ａとは反
対側の面１ｂは、ベース層１２で構成されている。
【００２２】
　ベース層１２は、溶融層１１から剥離可能であることが好ましい。この場合、溶融層１
１からベース層１２を剥離することによって、溶融層１１を露出させることができる。ま
た露出した溶融層１１に、特定処理を行うことによって、溶融層１１を溶融させることが
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できる。例えば、溶融層１１が水溶性樹脂である場合には、溶融層１１からベース層１２
を剥離して溶融層１１を露出させてから、溶融層１１を水で処理することにより、溶融層
１１を溶融させることができる。
【００２３】
　ベース層１２の材質は、溶融層１１を保持可能であり、且つ、溶融層１１から剥離可能
であれば、特に限定されない。溶融層１１がポリビニルアルコール（ＰＶＡ）等の水溶性
樹脂製である場合、ベース層１２は例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の水
で溶融しない樹脂よりなることが好ましい。この場合、ベース層１２で溶融層１１を適度
に保持しながら、溶融層１１からベース層１２を剥離しやすくすることができる。ベース
層１２の厚みは、特に限定されない。
【００２４】
　２－１－２．機能層２
　機能層２の平面視の形状は、特に限定されず、例えば剥離層１の平面視の形状と同じで
あることが好ましい。機能層２は、上述の通り、機能膜２０及び機能膜２１を含む。本実
施形態の低反射シート１００では、図１Ａに示すように、機能膜２１上に機能膜２０が積
層されている。このため、本実施形態の低反射シート１００では、剥離層１、機能膜２１
、機能膜２０はこの順に重なっている。以下、機能膜２０及び機能膜２１の構成を説明す
る。
【００２５】
　（１）機能膜２０
　機能膜２０は、光反射率を低減する機能を有する層である。本実施形態の機能膜２０は
、中屈折率層２０１と高屈折率層２０２と低屈折率層２０３とを含む。また本実施形態で
は、中屈折率層２０１、高屈折率層２０２、低屈折率層２０３はこの順に積層されている
。
【００２６】
　高屈折率層２０２の屈折率は、中屈折率層２０１の屈折率及び低屈折率層２０３の屈折
率よりも大きい。また中屈折率層２０１の屈折率は、低屈折率層２０３の屈折率よりも大
きい。すなわち低屈折率層２０３の屈折率は、中屈折率層２０１の屈折率及び高屈折率層
２０２の屈折率よりも小さい。本実施形態では、低屈折率層２０３と高屈折率層２０２と
の界面で反射した光と、高屈折率層２０２と中屈折率層２０１との界面で反射した光とを
相殺的に干渉させて、振幅を打ち消し合わせることによって、光反射率を低減させている
。このような相殺的な干渉は、中屈折率層２０１、高屈折率層２０２及び低屈折率層２０
３の屈折率と膜厚とを調製することによって実現することができる。
【００２７】
　例えば中屈折率層２０１の屈折率は１．５以上１．７以下が好ましい。中屈折率層２０
１の膜厚は５０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下が好ましい。また例えば高屈折率層２０２の屈折
率は中屈折率材料の屈折率よりも高い屈折率であればよいが、１．６以上が好ましい。高
屈折率層２０２の膜厚は２０ｎｍ以上１００ｎｍ以下が好ましい。また例えば低屈折率層
２０３の屈折率は１．４以下が好ましく、低屈折率層２０３の膜厚は５０ｎｍ以上１５０
ｎｍ以下であることが好ましい。なお膜の屈折率の測定は分光エリプソメトリーなどの一
般的な手法でもとめることができる。
【００２８】
　中屈折率層２０１、高屈折率層２０２及び低屈折率層２０３は、例えば電離放射線硬化
型樹脂から作製することができる。この場合、電離放射線硬化型樹脂から形成した塗膜を
乾燥した後に、この塗膜に電離放射線を照射して硬化させることによって、中屈折率層２
０１、高屈折率層２０２又は低屈折率層２０３を作製することができる。
【００２９】
　電離放射線硬化型樹脂組成物は、アクリレート系の官能基を有する樹脂を含むことが好
ましい。アクリレート系の官能基を有する樹脂の例には、比較的低分子量の多官能化合物
の（メタ）アクリレート等のオリゴマー、プレポリマーが含まれる。多官能化合物は、例
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えば、ポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹
脂、アルキッド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエ
ン樹脂、及び多価アルコールからなる群から選択される一種以上を含むことができる。
【００３０】
　電離放射線硬化型樹脂組成物は、反応性希釈剤を含有してもよい。反応性希釈剤は、例
えば、エチル（メタ）アクリレート、エチルヘキシル（メタ）アクリレート、スチレン、
メチルスチレン、Ｎ－ビニルピロリドン、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレ
ート、ヘキサンジオール（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）ア
クリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ
（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、１，６－
ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレ
ートからなる群から選択される一種以上を含むことができる。
【００３１】
　電離放射線硬化型樹脂を紫外線硬化型樹脂として使用する場合、電離放射線硬化型樹脂
組成物は光重合開始剤を含むことが好ましい。光重合開始剤の例には、アセトフェノン類
、ベンゾフェノン類、α－アミロキシムエステル、チオキサントン類等が含まれる。電離
放射線硬化型樹脂組成物は更に光増感剤を含んでいてもよい。光増感剤の例には、ｎ－ブ
チルアミン、トリエチルアミン、トリ－ｎ－ブチルホスフィン、チオキサントン等が含ま
れる。
【００３２】
　低屈折率層２０３は低屈折率の微粒子を含有することが好ましい。これにより、低屈折
率層２０３の屈折率を、中屈折率層２０１及び高屈折率層２０２の屈折率よりも小さくし
やすい。低屈折率の微粒子の例には、シリカ微粒子、中空シリカ微粒子、フッ化マグネシ
ウム、フッ化リチウム、フッ化アルミニウム、フッ化カルシウム、フッ化ナトリウム等が
含まれる。低屈折率層２０３は、これらの成分のうち一種以上を含むことができる。
【００３３】
　特に本実施形態では、低屈折率層２０３が、汚れの付着を防止する防汚性を付与可能な
防汚剤を含有することが好ましい。この場合、表示装置等の対象物の一面上に機能層２を
配置した場合に、最表面に位置する低屈折率層２０３の表面に防汚性を付与することがで
きる。防汚剤としては、公知の防汚剤を適宜採用することができる。防汚剤は、特に限定
されないが、例えばシリコーン系化合物及びフッ素化合物からなる群から選択される一種
以上を含むことができる。防汚剤は、アクリレート系化合物を含むことが好ましい。この
場合、低屈折率層２０３に防汚性に加えて、耐鹸化性を付与できると共に、低屈折率層２
０３の硬度を高く維持できる。このため、防汚剤は、シリコーンアクリレート系化合物、
フッ素含有アクリレート化合物、及びフッ素とシリコーンを含有するアクリレート化合物
からなる群から選択される一種以上を含むことが特に好ましい。
【００３４】
　機能膜２１は、低反射シート１００に、優れた高い硬度を付与するための層である。機
能膜２１は、剥離層１（剥離溶融層１０）と接しており、詳細に剥離溶融層１０に含まれ
る溶融層１１と接している。本実施形態では、剥離溶融層１０（剥離層１）を機能層２か
ら物理的に分離もしくは除去可能であるため、剥離溶融層１０を機能膜２１から物理的に
分離もしくは除去できる。特に溶融層１１が水溶性樹脂製である場合には、溶融層１１を
水で処理して溶融させることによって、剥離溶融層１０（剥離層１）を機能膜２１から物
理的に分離することができる。水で処理して剥離溶融層１０（剥離層１）を分離すること
で、機能層２が極薄膜であった場合でも、ダメージなく機能層２を分離することが可能と
なる。
【００３５】
　（２）機能膜２１
　機能膜２１は、機能膜２０よりも硬度が大きい層である。このため機能膜２１は、機能
層２の耐擦傷性及び硬度を向上させるための層である。本実施形態の低反射シート１００
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では、機能膜２１上に機能膜２０が積層されており、機能膜２１は機能膜２０と直接接し
ている。また機能層２の剥離層１（剥離溶融層１０）に接する面２ｂは機能膜２１で構成
されている。このため、機能膜２１は、剥離溶融層１０と直接接しており、詳細には溶融
層１１と直接接している。
【００３６】
　機能膜２１は、反応性硬化型樹脂組成物から形成することができ、例えば熱硬化型樹脂
組成物及び電離放射線硬化型樹脂組成物のうち少なくとも一方から形成されることが好ま
しい。
【００３７】
　熱硬化型樹脂組成物は、例えばフェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリルフタレート樹脂、
メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アミノアル
キッド樹脂、珪素樹脂及びポリシロキサン樹脂からなる群から選択される一種以上を含む
ことができる。熱硬化性樹脂組成物は、架橋剤、重合開始剤、硬化剤、硬化促進剤、溶剤
等を含んでいてもよい。
【００３８】
　電離放射線硬化型樹脂組成物は、例えば機能膜２０に含まれる中屈折率層２０１、高屈
折率層２０２及び低屈折率層２０３の形成に使用される電離放射線硬化型樹脂と同様の樹
脂を使用することができる。
【００３９】
　機能膜２１の屈折率は、特に限定されないが、例えば１．４以上１．６以下であること
が好ましい。この場合、機能膜２１の膜厚は、例えば１μｍ以上１０μｍ以下であること
が好ましい。この場合、機能膜２１の強度を向上させることができ、それにより低反射シ
ート１００の強度も向上させることができる。
【００４０】
　２－１－３．仮基材３
　仮基材３は、剥離層１とは異なる基材である。詳細には、仮基材３は、剥離層１とは異
なる材料を含む、あるいは異なる構造を有する。本実施形態の低反射シート１００では、
機能層２上に仮基材３が積層されている。仮基材３によって機能層２を保持することがで
きる。
【００４１】
　本実施形態の仮基材３は機能層２と接している。詳細には、仮基材３は、仮基材本体３
０及び再剥離層３１を備え、再剥離層３１によって、仮基材本体３０は機能層２と接着さ
れている。
【００４２】
　仮基材３は、機能層２から剥離可能であることが好ましい。この場合、仮基材３で機能
層２を保持した状態で機能層２を対象物に貼り付けた後に、仮基材３を機能層２から剥離
することによって、対象物に機能層２のみを貼り付けることができる。
【００４３】
　仮基材３は、耐熱性を有することが好ましい。この場合、仮基材３で機能層２を保持し
た状態において、仮基材３とともに機能層２を加熱処理することができる。このため、仮
基材３は、機能層２を保持した状態で加熱処理を行っても、機能層２を保持し続けられる
ような耐熱性を有することが好ましい。仮基材３が機能層２を保持し続けるためには、仮
基材３を加熱処理しても、仮基材３に変形、破損、溶融等が生じにくいことが好ましい。
特に、仮基材３は、好ましくは１５０℃以上、さらに好ましくは２２０℃以上で加熱処理
しても、機能層２を保持し続けられることが好ましい。そのためには、仮基材３を２２０
℃以上で加熱しても、仮基材３に変形、破損、溶融等が生じにくいことが好ましい。
【００４４】
　仮基材本体３０は、例えばエポキシ樹脂、ＰＡＲ（ポリアリレート樹脂）、ＰＥＮ（ポ
リエチレンナフタレート樹脂）、ガラスクロス含侵樹脂、ポリイミド樹脂などの耐熱樹脂
製であることが好ましい。この場合、仮基材３の強度を確保しながら、仮基材３の耐熱性
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を確保することができる。仮基材本体３０の膜厚は、機能層２を保持できるように適宜設
定される。仮基材本体３０の膜厚及び屈折率は特に限定されない。再剥離層３１は、再剥
離性を有する層であれば、特に限定されない。具体的には、再剥離層３１は、仮基材３で
機能層２を保持できると共に、機能層２から仮基材３を剥離できるような粘着性を有する
ことが好ましい。再剥離層３１の膜厚及び再剥離層３１の屈折率は特に限定されない。
【００４５】
　図１Ｂは低反射シート１００の拡大断面図である。本実施形態では、図１Ｂに示すよう
に、仮基材３の機能層２に貼り付けられた面３ｂは、光を散乱する光散乱機能を有する凹
凸構造３００を有することが好ましい。この場合、機能層２の仮基材３に貼り付けられた
面２ａに凹凸構造３００が転写されて、機能層２の面２ａに光を散乱する光散乱機能を有
する凹凸構造２００を形成することができる。本実施形態では、図１Ｂに示すように、再
剥離層３１が凹凸構造３００を有するため、機能膜２０及び機能膜２１に凹凸構造２００
が形成される。このため、機能膜２０に含まれる中屈折率層２０１、高屈折率層２０２及
び低屈折率層２０３に凹凸構造２００が形成される。なお、図１Ｂでは、中屈折率層２０
１、高屈折率層２０２及び低屈折率層２０３をまとめて機能膜２０として記載している。
また、光散乱機能を有する凹凸構造とは、凹凸構造に対して光を照射すると、凹凸によっ
て光の乱反射が生じる構造を意味する。このため、機能層２の面２ａに光散乱機能を有す
る凹凸構造２００が形成されると、機能層２の面２ａは、アンチグレア（Ａｎｔｉ－Ｇｌ
ａｒｅ）効果を発現する。この場合、機能層２の面は、光沢が低減され、またギラつきが
低減される。機能層２の面２ａに光散乱機能を有する凹凸構造２００を形成するためには
、機能層２の厚みが１０μｍ以下であることが好ましい。
【００４６】
　２－２．低反射シート１００の製造方法
　図１Ａに示す低反射シート１００は、例えば以下の方法により製造することができる。
【００４７】
　（１）剥離層１の準備
　まず剥離層１を用意する。本実施形態の剥離層１は、溶融層１１及びベース層１２を含
む剥離溶融層１０であることが好ましく、溶融層１１が水溶性樹脂製であることが好まし
い。したがって、剥離層１として、ベース層１２上に水溶性樹脂製の溶融層１１が予め形
成されたシート材を使用することができる。剥離層１として、例えばポリエチレンテレフ
タレート（ＰＥＴ）製のベース層１２上にポリビニルアルコール（ＰＶＡ）製の溶融層１
１が形成されたシート材を使用することができる。
【００４８】
　（２）機能層２の作製
　次に、剥離層１上に機能層２を形成する。本実施形態では、溶融層１１上に機能膜２１
を形成した後に、機能膜２１上に機能膜２０を形成することによって、剥離溶融層１０上
に機能層２を形成することができる。
【００４９】
　具体的には、溶融層１１上に、機能膜２１を形成するための反応性硬化型樹脂を塗布し
て反応性硬化型樹脂の膜を形成した後に硬化させることによって、機能膜２１を形成でき
る。機能膜２１が電離放射線硬化性樹脂組成物である場合には、電離放射線硬化型樹脂を
塗付して電離放射線硬化型樹脂の膜を形成して乾燥後、その膜に電離放射線を照射するこ
とで、機能膜２１を形成できる。
【００５０】
　機能膜２１上に、中屈折率層２０１を形成するための電離放射線硬化型樹脂を塗付して
電離放射線硬化型樹脂の膜を形成し、この膜の乾燥後、電離放射線を照射することで、中
屈折率層２０１を形成できる。中屈折率層２０１上に、高屈折率層２０２を形成するため
の電離放射線硬化型樹脂を塗付して電離放射線硬化型樹脂の膜を形成し、この膜の乾燥後
、電離放射線を照射することで、高屈折率層２０２を形成できる。さらに、高屈折率層２
０２上に、低屈折率層２０３を形成するための電離放射線硬化型樹脂を塗付して電離放射
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線硬化型樹脂の膜を形成し、この膜の乾燥後、電離放射線を照射することで、低屈折率層
２０３を形成できる。中屈折率層２０１、高屈折率層２０２、低屈折率層２０３を積層す
ることで、機能膜２０を作製することができる。
【００５１】
　本実施形態では、防汚剤を含む電離放射線硬化型樹脂から低屈折率層２０３を形成する
ことが特に好ましい。この場合、電離放射線硬化型樹脂を塗付して電離放射線硬化型樹脂
の膜を形成する際に、この膜と大気との界面に、防汚剤に含まれるフッ素等の置換基を集
中させることができ、この置換基によって、低屈折率層２０３の表面に防汚性を付与する
ことができる。
【００５２】
　また本実施形態では、製品基材に機能層２を直接設けるのではなく、工程部材としての
剥離層１上に機能層２を形成するため、生産性に優れた方法で機能層２を形成することが
でき、具体的にはロール・ツー・ロール法等を採用できる。ガラス板、樹脂板等の基材に
通常の塗布法等で薄膜を形成する場合、端部で膜厚にバラつきが生じて、光学特性が低下
することがある。これに対して、ロール・ツー・ロール法等の方法で機能層２を形成する
場合、機能層２の膜厚を均一にしやすく、膜厚のバラつきを生じにくくできる。特に、機
能層２の面積が大きい場合であっても、機能層２の膜厚を均一にすることができる。
【００５３】
　電離放射線硬化型樹脂の塗付及び反応性硬化型樹脂組成物の塗付により膜を作製する方
法は、特に限定されないが、例えばロールコーティングによってそれらの膜を作製するこ
とができる。
【００５４】
　（３）仮基材３の貼り付け
　次に、機能膜２０上に、仮基材３を貼り付ける。具体的には、機能膜２０の低屈折率層
２０３上に、再剥離層３１を介して、仮基材本体３０を貼り付ける。仮基材３の貼り付け
は、例えばロール・ツー・ロール方式で行うことができる。
【００５５】
　以上の工程により、図１Ａに示す低反射シート１００を作製することができる。
【００５６】
　２－３．低反射機能材及び製品の製造方法
　図２Ａから図２Ｅは、第一実施形態に係る低反射機能材４００及び製品５００の製造方
法を示す概略断面図である。低反射機能材４００は、低反射シート１００の機能層２から
剥離層１を物理的に分離することにより、作製することができる。このため低反射機能材
４００は、剥離層１を含まず、機能層２を含む。また低反射機能材４００を用いることに
より、対象物５０の一面５１に機能層２を配置することができる。対象物５０とは、機能
層２を配置する対象である。また製品５００は、対象物５０と、対象物５０の一面５１に
配置された機能層２と、を備える。
【００５７】
　以下、低反射機能材４００及び製品５００を作製する方法について、図２Ａから図２Ｅ
を参照しながら説明する。
【００５８】
　まず図１Ａに示す低反射シート１００を用意する。
【００５９】
　次に、低反射シート１００の機能層２から剥離層１を物理的に分離する。このため、本
実施形態の低反射機能材４００の製造方法には、低反射シート１００の機能層２から剥離
層１を物理的に分離する工程が含まれる。具体的には、本実施形態では、剥離溶融層１０
に含まれるベース層１２を溶融層１１から剥離して、溶融層１１を露出させる（図２Ａ参
照）。そして溶融層１１を特定処理によって溶融させて機能層２から除去する。溶融層１
１が水溶性樹脂製である場合には、溶融層１１を水で洗浄することにより、溶融層１１を
溶融させることができる（図２Ｂ参照）。これにより、機能層２から剥離層１が物理的に
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分離させることができ、低反射機能材４００を作製することができる。
【００６０】
　次に機能層２を加熱する。このため、本実施形態の低反射機能材４００の製造方法は、
機能層２を加熱する工程を更に含む。具体的には、機能層２から剥離層１を物理的に分離
した後に、仮基材３で保持された機能層２を加熱する。本実施形態では、図２Ｂに示す低
反射機能材４００を加熱することにより、機能膜２０及び機能膜２１を加熱することがで
きる。その結果、機能膜２０及び機能膜２１の耐擦傷性を向上させることができ、機能膜
２０及び機能膜２１の摺動性を向上させて耐擦傷性を向上させることができる。機能層２
の加熱温度は、例えば好ましくは１５０℃以上、さらに好ましくは２２０℃以上であるこ
とが好ましい。
【００６１】
　次に、対象物５０の一面５１に機能層２を配置する。このため、本実施形態の製品５０
０の製造方法は、低反射シート１００が備える機能層２を、対象物５０の一面５１に配置
する工程を含む。具体的には、機能層２の仮基材３とは反対側に位置する面２ｂである貼
付面２１０に粘着層５２を作製する（図２Ｃ参照）。貼付面２１０は、機能膜２１の機能
膜２０に接する面とは反対側に位置する面でもある。すなわち低反射シート１００では、
機能層２は、対象物５０の一面５１に貼り付けられる貼付面２１０を有し、剥離層１は、
貼付面２１０に貼り付けられている。また低反射シート１００では、機能層２の貼付面２
１０とは反対側の面２ａに、基材とは異なる仮基材３が貼り付けられている。
【００６２】
　粘着層５２の材料は、対象物５０の一面５１と貼付面２１０とを接着できれば特に限定
されないが、両面に粘着性（接着性）を有するフィルムを使用することができ、例えば市
販のＯＣＡ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｌｅａｒ　ａｄｈｅｓｉｖｅ）フィルムを使用できる。
ＯＣＡフィルムは紫外線低減機能を有していてもよい。貼付面２１０とＯＣＡフィルムと
の貼り付けは、例えばロール・ツー・ロール方式で行うことができる。貼付面２１０と粘
着層５２とを貼り付けることで、粘着層５２を備える低反射機能材４００が得られる。粘
着層５２を備える低反射機能材４００を巻き取ることで、マスターロールを作製してもよ
い。粘着層５２を備える低反射機能材４００を、対象物５０の一面５１の大きさ、形状等
に応じて、断裁してもよい。
【００６３】
　次に、対象物５０の一面５１と、貼付面２１０とを粘着層５２で接着する（図２Ｄ参照
）。これにより、対象物５０の一面５１上に機能層２及び仮基材３を配置することができ
る。本実施形態では、対象物５０の一面５１上に機能層２を配置する際には、ＰＥＴ、Ｔ
ＡＣ等の基材がないため、例えば一面５１が平坦ではなく、一面５１が曲面であったり、
一面５１が凹凸形状を有していたりしても、一面５１上に機能層２を配置することができ
る。
【００６４】
　次に、機能層２から仮基材３を物理的に分離する（図２Ｅ参照）。本実施形態では、機
能膜２０から仮基材本体３０及び再剥離層３１を剥がすことにより、対象物５０の一面５
１上に、機能膜２１及び機能膜２０を残存させることができる。
【００６５】
　以上の工程により、機能層２を備える製品５００を作製することができる。
【００６６】
　２－４．低反射シートの変形例
　低反射シート１００は、上述の構成に限定されない。
【００６７】
　図３は、第一実施形態に係る他の低反射シート１００Ａの概略断面図である。図３にお
いて、図１Ａに示す低反射シート１００と同じ部分には同じ参照符号を付す。剥離層１は
、特定処理で溶融する溶融層１１を含む場合に限定されない。図３に示す低反射シート１
００Ａでは、剥離層１と機能層２とが接しており、剥離層１が機能層２から剥離可能であ
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る。剥離層１はベース層１２よりなる。この場合も、剥離層１を機能層２から物理的に分
離することができる。なお、剥離層１が機能層２から剥離可能であることは、剥離層１を
機能層２から剥離する際に、機能層２に破壊・損傷が生じないことを意味する。詳細には
、剥離層１を機能層２から剥がす際に、機能膜２０及び機能膜２１に、剥離、破壊、損傷
等が生じないことが好ましい。
【００６８】
　図４は、第一実施形態に係るさらに他の低反射シート１００Ｂの概略断面図である。図
４において、図１Ａに示す低反射シート１００と同じ部分には同じ参照符号を付す。図１
Ａに示す低反射シート１００では、剥離層１は、溶融層１１及びベース層１２を含む剥離
溶融層１０であるが、これに限定されない。図４に示す低反射シート１００Ｂでは、剥離
層１は溶融層１１の単一の層で構成されてベース層１２を有していない。この場合、溶融
層１１を溶融させることで剥離層１を機能層２から除去する。
【００６９】
　図１Ａに示す低反射シート１００は、仮基材３を備えているが、仮基材３を備えていな
くてもよい。
【００７０】
　図１Ａに示す低反射シート１００では、機能膜２０が、低屈折率層２０３、高屈折率層
２０２及び中屈折率層２０１を備えているが、これに限定されない。例えば機能膜２０が
、単一の層で構成されていてもよく、二つの層で構成されていてもよい。
【００７１】
　（第二実施形態）
　図５Ａと図５Ｂはそれぞれ、第二実施形態に係る低反射シート１０１の概略断面図と拡
大断面図である。図５Ａと図５Ｂにおいて図１Ａと図１Ｂに示す第一実施形態に係る低反
射シート１００と共通の構成については、同じ符号を付すことにより、説明を適宜省略す
る。
【００７２】
　１．低反射シート１０１
　本実施形態に係る低反射シート１０１は、剥離層１と、機能層２とを備える。さらに低
反射シート１０１は、粘着層５２及び保護層４を備える。図５Ａに示す低反射シート１０
１においては、剥離層１、機能層２、粘着層５２、及び保護層４が、この順に積層されて
いる。以下、剥離層１、機能層２、粘着層５２、及び保護層４の構成を説明する。
【００７３】
　１－１．剥離層１
　図５Ａに示すように、本実施形態の剥離層１は、第一実施形態に係る剥離層１と同様に
、特定処理で溶融する溶融層１１を含む剥離溶融層１０である。溶融層１１は機能層２と
接しており、この溶融層１１が溶融することで、剥離溶融層１０は、機能層２から分離可
能である。また剥離溶融層１０は、第一実施形態に係る剥離溶融層１０と同様に、ベース
層１２を含んでいる。
【００７４】
　本実施形態の溶融層１１は、第一実施形態に係る溶融層１１と同様に、水溶性樹脂製で
あることが好ましく、例えばポリビニルアルコール（ＰＶＡ）製であることが好ましい。
【００７５】
　本実施形態のベース層１２は、第一実施形態に係るベース層１２と同様に、溶融層１１
から剥離可能であれば特に限定されないが、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）製であることが好ましい。
【００７６】
　図５Ｂに示すように、本実施形態では、剥離層１の機能層２に貼り付けられた面１ａは
、光を散乱する光散乱機能を有する凹凸構造１３を有することが好ましい。この場合、機
能層２の剥離層１に貼り付けられた面２ｂに光散乱機能を有する凹凸構造１３が移されて
、機能層２の面２ｂに光散乱機能を有する凹凸構造２００を形成することができる。この
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場合、機能層２の面２ｂは、光沢が低減され、またギラつきが低減される。本実施形態で
は、溶融層１１が凹凸構造１３を有するため、機能膜２０及び機能膜２１に凹凸構造２０
０を形成することができる。このため、機能膜２０に含まれる中屈折率層２０１、高屈折
率層２０２及び低屈折率層２０３に凹凸構造２００を形成することができる。なお、図５
Ｂでは、中屈折率層２０１、高屈折率層２０２及び低屈折率層２０３をまとめて機能膜２
０として記載している。
【００７７】
　１－２．機能層２
　図５Ａに示すように、本実施形態の機能層２は、第一実施形態に係る機能層２と同様に
、機能膜２０及び機能膜２１を含んでいるが、機能膜２０上に機能膜２１が積層されてい
る。このため、本実施形態の低反射シート１０１では、剥離層１、機能膜２０、機能膜２
１がこの順に重なっている。
【００７８】
　機能膜２０は、第一実施形態に係る機能膜２０と同様に、光反射を低減する機能を有す
る層であり、中屈折率層２０１、高屈折率層２０２及び低屈折率層２０３とを含む。本実
施形態の機能膜２０においては、低屈折率層２０３、高屈折率層２０２、中屈折率層２０
１はこの順に積層されている。このため、本実施形態の低反射シート１０１では、低屈折
率層２０３と溶融層１１とが直接接している。このため、機能層２の剥離層１（剥離溶融
層１０）に貼り付けられた面２ｂは、機能膜２０で構成されている。また機能膜２０は、
剥離溶融層１０と直接接しており、詳細には溶融層１１と直接接している。
【００７９】
　機能膜２１は、第一実施形態に係る機能膜２１と同様に、機能膜２０よりも硬度が大き
い層であり、機能層２の耐擦傷性及び硬度を向上させるための層である。本実施形態の機
能膜２１は、機能膜２０上に積層されているため、機能層２の剥離層１（剥離溶融層１０
）とは反対側の面２ａが、機能膜２１で構成されている。
【００８０】
　１－３．粘着層５２
　粘着層５２は、対象物５０の一面５１上に機能層２を配置するための層である。一面５
１上に機能層２が配置された状態では、機能膜２１と一面５１とが対向する。このため機
能層２（機能膜２１）は、対象物５０の一面５１に貼り付けられる貼付面２１０を有し、
剥離層１は、機能層２の貼付面２１０とは反対側の面２ｂに貼り付けられている。第二実
施形態における低反射シート１０１では機能層２の面２ａは貼付面２１０として機能する
。
【００８１】
　粘着層５２は、第一実施形態に係る製品５００を製造する際に用いた粘着層５２と同様
の層であり、例えば、両面に粘着性（接着性）を有するフィルムであり、例えば市販のＯ
ＣＡ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｌｅａｒ　ａｄｈｅｓｉｖｅ）フィルムを使用できる。
【００８２】
　１－４．保護層４
　保護層４は、粘着層５２上に積層されている。保護層４は、未使用状態の低反射シート
１０１の粘着層５２を保護するための層である。保護層４は、粘着層５２から剥離可能で
あれば、特に限定されないが、例えばポリエステル系のフィルムを使用することができる
。保護層４の厚みも、特に限定されない。
【００８３】
　２．低反射シート１０１の製造方法
　図５Ａに示す低反射シート１０１は、例えば以下の方法により製造することができる。
【００８４】
　（１）剥離層１の準備
　まず剥離層１を用意する。本実施形態の剥離層１は、溶融層１１及びベース層１２を含
む剥離溶融層１０であることが好ましく、溶融層１１が水溶性樹脂製であることが好まし
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いため、ベース層１２上に水溶性樹脂製の溶融層１１が予め形成されたシート材を使用す
ることができる。
【００８５】
　（２）機能層２の作製
　次に、剥離層１上に機能層２を形成する。本実施形態では、溶融層１１上に機能膜２０
を形成した後に、機能膜２０上に機能膜２１を形成することによって、剥離溶融層１０上
に機能層２を形成することができる。
【００８６】
　具体的には、溶融層１１上に、低屈折率層２０３を形成するための電離放射線硬化型樹
脂を塗付して電離放射線硬化型樹脂の膜を形成し、この膜の乾燥後、電離放射線を照射す
ることで、低屈折率層２０３を形成できる。低屈折率層２０３上に、高屈折率層２０２を
形成するための電離放射線硬化型樹脂を塗付して電離放射線硬化型樹脂の膜を形成し、こ
の膜の乾燥後、電離放射線を照射することで、高屈折率層２０２を形成できる。さらに、
高屈折率層２０２上に、中屈折率層２０１を形成するための電離放射線硬化型樹脂を塗付
して電離放射線硬化型樹脂の膜を形成し、この膜の乾燥後、電離放射線を照射することで
、中屈折率層２０１を形成できる。低屈折率層２０３、高屈折率層２０２、中屈折率層２
０１を積層することで、機能膜２０を作製することができる。
【００８７】
　機能膜２０上に、機能膜２１を形成するための反応性硬化型樹脂を塗付して反応性硬化
型樹脂の膜を形成した後に硬化させることによって、機能膜２１を形成できる。機能膜２
１が電離放射線硬化性樹脂組成物である場合には、電離放射線硬化型樹脂を塗付して電離
放射線硬化性樹脂組成物の膜を乾燥後、この膜に電離放射線を照射することで、機能膜２
１を形成できる。
【００８８】
　本実施形態では、低屈折率層２０３が剥離層１上に形成されるため、低屈折率層２０３
を形成するための電離放射線硬化型樹脂に防汚剤が含まれていても、低屈折率層２０３の
表面に、防汚剤に含まれる置換基を集中させにくい。このため本実施形態では、低屈折率
層２０３が防汚剤を含まなくてもよい。低屈折率層２０３の表面に防汚性を付与するため
には、本実施形態のように剥離層１、機能膜２０、機能膜２１がこの順に積層されるより
も、第一実施形態のように剥離層１、機能膜２１、機能膜２０がこの順に積層されること
が好ましい。
【００８９】
　また本実施形態では、製品基材に機能層２を直接設けるのではなく、工程部材としての
剥離層１上に機能層２を形成するため、生産性に優れた方法で機能層２を形成することが
でき、具体的にはロール・ツー・ロール法等を採用できる。ガラス板、樹脂板等の基材に
通常の塗布法等で薄膜を形成する場合、端部で膜厚にバラつきが生じて、光学特性が低下
することがある。これに対して、ロール・ツー・ロール法等の方法で機能層２を形成する
場合、機能層２の膜厚を均一にしやすく、膜厚のバラつきを生じにくくできる。特に、機
能層２の面積が大きい場合であっても、機能層２の膜厚を均一にすることができる。
【００９０】
　（３）粘着層５２及び保護層４の貼り付け
　次に、機能膜２１上に、粘着層５２及び保護層４を貼り付ける。保護層４と一体化した
粘着層５２を機能膜２１に貼り付けてもよく、機能膜２１上に粘着層５２を配置した後に
、粘着層５２上に保護層４を配置してもよい。粘着層５２及び保護層４の貼り付けは、例
えばロール・ツー・ロール方式で行うことができる。
【００９１】
　以上の工程により、図５Ａに示す低反射シート１０１を作製することができる。
【００９２】
　なお、粘着層５２及び保護層４の貼り付け後に、低反射シート１０１を巻き取ることで
、マスターロールを作製してもよい。さらに、対象物５０の一面５１の大きさ、形状等に
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応じて、断裁してもよい。
【００９３】
　３．低反射機能材及び製品の製造方法
　図６Ａから図６Ｄは、低反射機能材４００及び製品５０１の製造方法を示す概略断面図
である。本実施形態の低反射機能材４００も、剥離層１を含まず、機能層２を含む。また
対象物５０は、機能層２を配置する対象である。また製品５０１は、対象物５０と、対象
物５０の一面５１に配置された機能層２と、を備える。
【００９４】
　以下、本実施形態の低反射機能材４０１及び製品５０１を作製する方法について、図６
Ａから図６Ｄを参照しながら説明する。
【００９５】
　まず図５Ａに示す低反射シート１０１を用意する。
【００９６】
　次に、粘着層５２から保護層４を剥離する（図６Ａ参照）。これにより、粘着層５２を
露出させることができる。
【００９７】
　次に、露出した粘着層５２によって、機能層２の貼付面２１０と、対象物５０の一面５
１とを接着する（図６Ｂ参照）。これにより、対象物５０の一面５１上に、機能層２及び
剥離層１を積層することができる。
【００９８】
　次に、機能層２から剥離層１を物理的に分離する。このため、本実施形態の低反射機能
材４０１の製造方法には、機能層２から剥離層１を物理的に分離する工程が含まれる。具
体的には、剥離溶融層１０に含まれるベース層１２を溶融層１１から剥離させて、溶融層
１１を露出させる（図６Ｃ参照）。そして溶融層１１を特定処理によって溶融させる。溶
融層１１が水溶性樹脂製である場合には、溶融層１１を水で洗浄することにより、溶融層
１１を溶融させることができる（図６Ｄ参照）。これにより、機能層２から剥離層１を物
理的に分離させることができ、低反射機能材４０１を作製することができる。また対象物
５０の一面５１に機能層２を配置することができる。
【００９９】
　次に機能層２を加熱する。このため、本実施形態の低反射機能材４０１の製造方法は、
機能層２を加熱する工程を更に含む。具体的には、対象物５０の一面５１上に積層された
機能膜２１及び機能膜２０を加熱する。それにより、機能膜２０及び機能膜２１の耐擦傷
性を向上させることができ、機能膜２０及び機能膜２１の摺動性を向上させることができ
る。機能層２の加熱温度は、例えば好ましくは１５０℃以上、さらに好ましくは２２０℃
であることが好ましい。また機能層２を加熱する際には、対象物５０（製品５０１）も加
熱されるため、この場合の対象物５０（製品５０１）は、耐熱性を有することが好ましい
。
【０１００】
　以上の工程により、機能層２を備える製品５０１を作製することができる。
【０１０１】
　（まとめ）
　第１の態様に係る低反射シート（１００、１０１）は、剥離層（１）と、剥離層（１）
を基材として剥離層（１）上に形成された機能層（２）と、を備える。機能層（２）は、
光反射率を低減する機能を有する第１の機能膜（２０）と、第１の機能膜（２０）よりも
硬度が大きい機能膜（２１）と、を含む。剥離層（１）は、機能層（１）から物理的に分
離可能である。
【０１０２】
　この場合、機能層（２）から剥離層（１）を物理的に分離することができるため、低反
射シート（１００、１０１）から剥離層（１）を分離した状態で、機能層（２）を高温で
加熱処理することができ、そのため機能層２は、優れた耐擦傷性を有することができる。
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【０１０３】
　第２の態様に係る低反射シート（１００、１０１）は、第１の態様において、剥離層（
１）は、特定処理で溶融する溶融層（１１）を含む剥離溶融層（１０）である。溶融層（
１１）は、機能層（２）と接しており、溶融層（１１）が溶融することで、剥離溶融層（
１０）は、機能層（２）から分離可能である。
【０１０４】
　この場合、特定処理によって溶融層（１１）が溶融した状態となることにより、剥離層
（１０）を機能層（２）から物理的に分離させることができる。
【０１０５】
　第３の態様に係る低反射シート（１００、１０１）は、第２の態様において、溶融層（
１１）は、水溶性樹脂製である。
【０１０６】
　この場合、溶融層（１１）を水で処理することによって、溶融層（１１）を溶融させる
ことができる。
【０１０７】
　第４の態様に係る低反射シート（１００、１０１）は、第１の態様において、剥離層（
１）と機能層（２）とが接しており、剥離層（１）は、機能層（２）から剥離可能である
。
【０１０８】
　この場合、剥離層（１）を機能層（２）から物理的に分離することができる。
【０１０９】
　第５の態様に係る低反射シート（１００）は、第１～第４の態様において、機能層（２
）は、対象物（５０）の一面（５１）に貼り付けられる貼付面（２１０）を有し、剥離層
（１）は、貼付面（２１０）に貼り付けられている。
【０１１０】
　この場合、対象物（５０）の一面（５１）上に機能層（２）を貼り付けることができる
。
【０１１１】
　第６の態様に係る低反射シート（１００）は、第５の態様において、機能層（２）の貼
付面（２１０）とは反対側の面に、基材とは異なる仮基材（３）が貼り付けられている。
【０１１２】
　この場合、仮基材（３）で機能層（２）を保持することができる。
【０１１３】
　第７の態様に係る低反射シート（１００）は、第６の態様において、仮基材（３）は、
耐熱性を有する。
【０１１４】
　この場合、仮基材（３）で機能層（２）を保持した状態において、仮基材（３）ごと機
能層（２）を加熱処理することができる。
【０１１５】
　第８の態様に係る低反射シート（１００）は、第６又は第７の態様において、仮基材（
３）の機能層（２）側の面は、光散乱機能を有する凹凸構造（３００）を有する。
【０１１６】
　この場合、機能層（２）の仮基材（３）側の面に光散乱機能を有する凹凸構造（３００
）が転写されて、機能層（２）の仮基材（３）側の面に光散乱機能を有する凹凸構造（２
００）を形成することができる。
【０１１７】
　第９の態様に係る低反射シート（１００）は、第５～第８の態様において、剥離層（１
）、第２の機能膜（２１）、第１の機能膜（２０）の順に重なっている。
【０１１８】
　この場合、剥離層（１）上に第２の機能膜（２１）が積層され、第２の機能膜（２１）
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上に第１の機能膜（２０）が積層された低反射シート（１００）が得られる。
【０１１９】
　第１０の態様に係る低反射シート（１００）は、第１～第４の態様において、機能層（
２）は、対象物（５０）の一面（５１）に貼り付けられる貼付面（２１０）を有し、剥離
層（１）は、機能層（２）の貼付面（２１０）とは反対側の面に貼り付けられている。
【０１２０】
　この場合、剥離層（１）によって機能層（２）を保持することができる。
【０１２１】
　第１１の態様に係る低反射シート（１００）は、第１０の態様において、剥離層（１）
の機能層（２）側の面は、光散乱機能を有する凹凸構造（１３）を有する。
【０１２２】
　この場合、機能層（２）の剥離層（１）側の面に光散乱機能を有する凹凸構造（１３）
が転写されて、機能層（２）の剥離層（１）側の面に光散乱機能を有する凹凸構造（２０
０）を形成することができる。
【０１２３】
　第１２の態様に係る低反射シート（１００、１０１）は、第１０又は第１１の態様にお
いて、剥離層（１）、第１の機能膜（２０）、第２の機能膜（２１）の順に重なっている
。
【０１２４】
　この場合、剥離層（１）上に第１の機能膜（２０）が積層され、第１の機能膜（２０）
上に第２の機能膜（２１）が積層された低反射シート（１００）が得られる。
【０１２５】
　第１３の態様に係る低反射機能材４００の製造方法は、第１～第１２のいずれか一の態
様に係る低反射シート（１００）の機能層（２）から剥離層（１）を物理的に分離する工
程を含む。
【０１２６】
　この場合、剥離層（１）を含まない低反射機能材（４００）が得られる。
【０１２７】
　第１４の態様に係る低反射機能材（４００）の製造方法は、第１３の態様において、機
能層（２）を加熱する工程を更に含む。
【０１２８】
　この場合、第１の機能膜（２０）及び第２の機能膜（２１）の耐擦傷性を向上させるこ
とができ、第１の機能膜（２０）及び第２の機能膜（２１）の摺動性を向上させることが
できる。
【０１２９】
　第１５の態様に係る製品（５００、５０１）の製造方法は、第１～第１２のいずれか一
の態様に係る低反射シート（１００）が備える機能層（２）を、製品（５００）の一面（
５１）に配置する工程を含む。
【０１３０】
　この場合、光反射低減機能を有する製品（５００）が得られる。
【符号の説明】
【０１３１】
１　　剥離層
１０　　剥離溶融層
１００，１０１　　低反射シート
１１　　溶融層
２　　機能層
２０　　機能膜（第１の機能膜）
２１　　機能膜（第２の機能膜）
２１０　　貼付面
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３　　仮基材
４００，４０１　　低反射機能材
５０　　対象物
５１　　一面
５００，５０１　　製品

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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